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令和４年６月３日 

 

各都道府県消防防災主管部（局）御中 

消防庁救急企画室 

 

ヒアリに関する対応について（注意喚起） 

 

ヒアリの確認事例については、平成 29 年６月に国内で初めて報告されて以降、現在

までに 18都道府県で 85事例が報告されており、この３年間では、港湾において女王ア

リを含む大規模な集団が確認されています。 

ヒアリは、極めて攻撃性が強いとされており、刺された際には、痛みやかゆみ、発熱、

じんましん、激しい動悸等の症状が引き起こされ、場合によっては、アナフィラキシー

症状により、死亡することもあります。 

救急要請時の対応については、「ヒアリに関する対応について（注意喚起）」（平成 29

年７月７日付け消防庁救急企画室事務連絡）によりお知らせしているところですが、下

記に留意のうえ、引き続き適切に対応いただくよう、貴都道府県内の市町村（消防の事

務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して、この旨周知されるようお願いします。 

また、「消防機関における救急救命士の行う救急救命処置の事故防止の徹底について」

（令和３年 10月７日付け消防庁救急企画室事務連絡）【別添１】でお知らせしたとおり、

救急救命士の行う救急救命処置については、関係法令、通知、プロトコル等を再確認い

ただくとともに、法令遵守及び事故防止の徹底を図るよう、併せて周知をお願いします。 

 

記 

 

１ ヒアリに関する症状による救急要請があった場合には、傷病者の急激な容体の変化

に留意し、傷病者に対して、「ストップ・ザ・ヒアリ」（環境省自然環境局野生生物課

外来生物対策室発行）【別添２】を参考にした対応を取るよう指導すること。 

 

２ 救急現場における観察結果からアナフィラキシーを疑う場合、「ヒアリに刺された

場合の医療的留意事項について」（令和４年６月３日付け厚生労働省健康局がん・疾

病対策課事務連絡）【別添３】及び以下の点を踏まえ、各地域のプロトコルに基づき、

適切に対応すること。 

（１） 傷病者が、アナフィラキシーショックにより生命が危険な状態にあり、あらか

じめ自己注射が可能なエピネフリン（別名アドレナリン）製剤を交付されている

者であった場合、救急救命士は、プロトコルに基づき、自己注射が可能なエピネ

フリン製剤による、エピネフリンの投与（筋注）を行えること。 



（２） 傷病者が 15 歳以上（推定含む）で、増悪するショックである可能性が高い場

合、心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液の認定を受けた救

急救命士は、プロトコルに基づき、医師の具体的指示の下、静脈路確保及び輸液

を行えること。 

 

３ ヒアリ事例の発生情報等について環境部局との適切な情報共有を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参 考） 

○別添１ 「消防機関における救急救命士の行う救急救命処置の事故防止の徹底につい

て」（令和３年 10月７日付け消防庁救急企画室事務連絡） 

○別添２ 「ストップ・ザ・ヒアリ」（平成 31年改訂版 環境省発行） 

○別添３ 「ヒアリに刺された場合の医療的留意事項について」 

     （令和４年６月３日付け厚生労働省健康局がん・疾病対策課事務連絡） 

○ 特定外来生物ヒアリに関する情報サイト （環境省ホームページ） 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/hiari.html 

 

【問合せ先】 

 消防庁救急企画室 小塩専門官・久保田係長・辻野事務官 

          TEL：03-5253-7529（直通） 

              FAX：03-5253-7532 

E-mail：kyukyusuishin@soumu.go.jp 

 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/hiari.html
mailto:kyukyusuishin@soumu.go.jp


事 務 連 絡 

令和３年 10 月７日 

各都道府県消防防災主管部(局) 御中 

消防庁救急企画室

消防機関における救急救命士の行う救急救命処置の事故防止の徹底について 

救急救命士の行う救急救命処置は、救急救命士法（平成３年法律第36号）及び関係法令に

基づき実施されており、救急救命士制度の円滑な運用については、「救急業務におけるメデ

ィカルコントロール体制の充実強化について」（平成15年３月26日付け消防救第73号消防庁

救急救助課長・医政指発第0326002号厚生労働省医政局指導課長通知）等により、都道府県メ

ディカルコントロール協議会及び地域メディカルコントロール協議会の適切な運用を図るよ

う通知しているところです。 

また、救急救命士の行う救急救命処置の事故防止等については、法令を遵守し適切な救急

活動を行うよう、「消防機関における救急救命士が行う救急救命処置の事故防止の徹底につ

いて」（平成 30年５月 15日付け消防庁救急企画室長事務連絡）等、従来から通知等を発出
し周知してきたところです。

 しかしながら、今般、千葉県千葉市において、救急救命士が心肺機能停止前の傷病者に対

し、医師の指示の下、薬剤（アドレナリン）投与を行った重大な事案が発生しました。

 つきましては、関係法令、通知、事務連絡及び各種プロトコール等の再確認を行い、法令

遵守及び事故防止の徹底を図るよう、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事

務組合等を含む。）並びに都道府県メディカルコントロール協議会及び地域メディカルコン

トロール協議会に対し、この旨周知徹底されるようお願いします。

【問合せ先】

消防庁救急企画室

小塩救急専門官、久保田係長、小渕事務官

ＴＥＬ：03-5253-7529 
ＦＡＸ：03-5253-7532
E-mail：kyukyusuishin@soumu.go.jp
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